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長

野
県
こ
と
ば
の

会

規
約

第一
条
本
会は
「
長
野県こ
とばの
会」
と
称
する。

第二
条
本
会は 、
こ
とばに
関心を
持ち 、
こ
とばにつ
い
て
考え 、
研究

し
よ
うと

する
者が
相
集い 、
協
力して
研究を
進め
るこ
とに
よ勺

て 、
長
野県に
即した
言
語文化の
創
造に
資するこ
とを
目
的と
す

る。

第三
条
前
条の
目
的を
達成
するために 、
次の
諸
分
野に
わた
る
研究
会

《研究発表
会・
議前
会・
講溜
会〉
を
年数回
開
催する。

ω
こ
とばの
生
活につい
ての
研究

ω
こ
とばにつ
い
ての
碁礎研究

ω
長野
県
方雷の
研究

ω
こ
とばの
教
育につ
い
ての
研究

紛
その
他

2
次の
事
項を
掲
昔属した
研究
集録を
発行
する。

ω
研究
会の
研究成
果

ω

会員の
研究
報
告・
論文

第
四条
総
会は
年一
回
開
催し 、
本
会存立の
憲議と
会務の
現況を確
認

し
合う
もの
と
する。

第五
条
本
会の
会員に
なろ
うと

する
ものは 、
入
金属を理
事
会に
提出

する
もの
と
する 。

2

会員の
中に
維持
会員をお
く 。

維持
会員は
代表理
事の
蚕嘱に

よる 。

第六
条
本
会に 、
理
事若干名
〈一
名は
代表理
事〉 、
会計監
査
二
名 、

幹事
若干
名をお
く。

ω
理
事は
総
会で
選
任
する。

理
事は
理事
舎を組
織し 、
会務を
続
開
する。

ω
代表
理事は 、
理
事の
互
選に
よる。
代表理
事は 、
本
会を

代
表
する。

ω
幹事は 、

会員の
中か
ら
代表理
事が
蚕嘱
する。

幹事は 、
理
事
会の
指
示に
よ勺
て 、
庶務・
会計・
編
集そ

の
他の
会
務を
処理
する。

仙W
会計監
査は 、
理事
会に
おい
て
会員の
中か
ら
選考し 、
総

会の
承
認を
得る
もの
と
する。

ω
理
事・
幹事お
よ
び
会計
監
査の
任期は一
年と
する。
た
だ

し
再
任を
さ
また
げない。

第七
条
本
会の
事
業
遂行に
必
要な
経
費は 、

会曲目・
寄
付
金・
その
他の

収
入を
もっ
てこ
れに
あて
る。

第八
条
会
費は
次の
とお
りと

する。

一
般
会員
年
額
て
五
O
O円

維
持
会
員
年
額
三 、

00
0門

学

生
年
額
八
OO
円

第九
条
本規約の
変更は 、
総
会の
鶴に
よっ
て
決め
る。

第
十
条
本
規
約の
施
行に
必
要な
細
則・
規
定は
理
事会で
定め
る。

第十一
条

本会の
会計年
度は 、
四
月一
日か
ら
翌年三
月三
十一
日
まで

と
する。

則
本
の
事

付

( l) 




